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国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

国
保
で
給
付
を

　
　
受
け
ら
れ
な
い
も
の

　
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、
保
険
証
等

を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
一
部
（
一
部
負

担
金
）
を
支
払
う
だ
け
で
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

残
り
の
費
用
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

◎費用の負担割合

◎入院時食事療養費の自己負担（令和７年４月１日から適用）　

一部負担金の割合

７０歳～７４歳

６歳～６９歳

６歳未満

２割（または３割）
※前年所得により８月から負担割合が変わることがあります。
　（８ページ参照）

３割
※６歳の誕生日以降の最初の３月３１日までは２割
　（６歳の誕生日が４月１日の場合はその前日）

一般加入者（住民税課税世帯）

住　民　税
非課税世帯

９０日以内

９１日以上

１食　２４０円

１食　１９０円

１食　５１０円

１食　１１０円非課税世帯のうち低所得者Ⅰ（７０歳以上の人のみ）

※住民税非課税世帯で世帯区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」の人が 1年以内に
　91日以上入院した場合、食事代の減額を受けることができますが、その適用を
　受けるためには長期入院の認定申請が必要です。
※入院時食事療養費の自己負担は高額療養費の対象にはなりません。
※「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税世帯で、所得が 0 円である人。ただし、年金収
　入については 80万円以下の人。
※一般加入者（住民税課税世帯）のうち、指定難病や小児慢性特定疾病の患者など、
　一部の人については１食300円となります。詳細は国保けんこう課までお尋ね
　ください。

過去１２か月間の
入　院　日　数

２割

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
保
険
証
等
を
持
っ
て
い
て
も
給
付
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◎
給
付
で
き
な
い
も
の

◎
給
付
制
限

　
　
　
さ
れ
る
も
の

【
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
の
心
得
】

○
美
容
の
た
め
の
処
置
や
手
術

○
健
康
診
断
、
検
診
、
予
防
接
種

○
正
常
妊
娠
・
出
産
、
経
済
的
理
由
に

よ
る
人
工
中
絶

○
歯
列
矯
正

○
し
み
・
そ
ば
か
す
、
わ
き
が
な
ど
日

常
生
活
に
支
障
の
な
い
症
状
の
治
療

○
仕
事
中
の
病
気
や
ケ
ガ
（
労
災
保
険

の
対
象
と
な
る
と
き
）

○
以
前
勤
め
て
い
た
職
場
の
保
険
が

　
使
え
る
と
き
（
継
続
療
養
）

○
け
ん
か
や
泥
酔
な
ど
が
原
因

　
の
病
気
や
ケ
ガ

○
飲
酒
運
転
な
ど
犯
罪
を
犯
し

　
た
と
き
や
故
意
に
よ
る
病
気

　
や
ケ
ガ

○
医
師
や
保
険
者
の
指
示
に
従

　
わ
な
か
っ
た
と
き

○
少
年
院
や
刑
事
施
設
等
に
収

　
容
さ
れ
た
と
き

◎
保
険
診
療
対
象
と

　
　
　
　
な
ら
な
い
も
の

○
研
究
中
の
高
度
医
療

○
希
望
に
よ
り
保
険
外
診
療
を
受
け
た
と
き

○
入
院
し
た
と
き
の
室
料
差
額

　（
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
）

○
歯
科
診
療
で
特
殊
材
料
な
ど
の
使
用

　（
自
由
診
療
な
ど
）

事
故
な
ど
に
よ
る
ケ
ガ
と
国
民
健
康
保
険

　
交
通
事
故
や
動
物
の
咬
傷
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
ケ
ガ
の
医
療
費
は
、
原
則

と
し
て
加
害
者
が
全
額
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
や
む
を
得
ず
国
保
で
治
療
を
受
け
た
場
合
の
医
療

費
は
、
国
保
が
立
て
替
え
る
形
で
一
旦
支
払
い
、
後
日
、
国
保
が
被
害
者
に
代
わ
っ
て
加
害
者
（
損

害
保
険
会
社
等
）
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
国
保
け
ん
こ
う
課
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

　
　　

国
保
で
治
療
を
受
け
る
と
き
は
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」（
用
紙
は
国
保
け
ん
こ
う
課

窓
口
ま
た
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。）
の
提
出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
出
が
な
い

と
国
保
が
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
交
通
事
故
証
明
書
（
後
日
で
も
可
）　
　
・
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
　   

・
世
帯
主
の
認
印

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の

１
．
安
全
な
場
所
に
車
を
止
め
、
エ
ン
ジ
ン
を
切
る
。

２
．
速
や
か
に
負
傷
者
の
救
護
を
行
う
。

３
．
警
察
に
連
絡
す
る
。

　
○
目
撃
者
の
証
言
を
も
ら
う
。（
目
撃
者
の
住
所
・
氏
名
を
忘
れ
ず
に
メ
モ
す
る
。）

　
○
事
故
の
相
手
方
を
確
認
す
る
。

　
　（
車
の
ナ
ン
バ
ー
・
車
種
・
運
転
者
の
氏
名
・
住
所
・
勤
務
先
・
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
会
社
名
・
証
書
番

　
　  

号
な
ど
）

４
．
軽
い
ケ
ガ
で
あ
っ
て
も
後
遺
症
の
心
配
が
あ
る
た
め
、
必
ず
医
師
の
診
断
を
受
け
る
。

５
．
国
保
を
使
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
を
提
出
す
る
。

　
届
出
を
行
う
前
に
示
談
を
す
る
と
、
示
談
内
容
が
優
先
し
て
加

害
者
に
請
求
で
き
な
い
（
国
保
が
使
え
な
い
）
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
示
談
の
前
に
国
保
け
ん
こ
う
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
示
談
の
前
に
!

◆「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
！

◆
届
出
に
必
要
な
も
の

①
療
養
の
給
付

②療　養　費④葬　祭　費

③出産育児一時金⑤海外療養費

　次のような理由で医療費の全額を支払ったときは、
申請をもとに審査を行い、決定した額から自己負担相
当額を差し引いた額が支給されます。

◆急病などで、やむを得ず医療機関に保険証等の提
示ができなかったとき
◆骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
◆医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージ
を受けたとき
◆医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を
購入したとき
◆輸血のため生血代を負担したとき　等

　国保に加入している人が死亡したとき、申請により
葬儀を行った人（喪主）に２万円が支給されます。

《申請に必要なもの》
・死亡した人の保険証または資格確認書
・葬祭を行った証明（例：葬儀領収書、会葬御礼など
葬祭執行者名が確認できるもの）
※葬祭費の申請には領収書などが必ず必要です。
・届出人の本人確認ができるもの
・葬祭執行者名義の通帳
・葬祭執行者のマイナンバーが確認できるもの

　国保に加入している人が出産したとき、申請により
支給されます。（妊娠85日以上の流産・死産でも支給
されます。※医師の証明が必要です。）

〈注意点〉
※社会保険などから支給がある場合は、国保からは支
給されません。
※生活の拠点が海外の場合、出産だけのために一時帰
国した場合の支給はありません。
※支給方法についてご不明な点があれば、国保けんこ
う課にお尋ねください。

　海外旅行中の病気などで診療を受けた場合、申請に
より認められれば、決定した額から自己負担相当額を
差し引いた額が支給されます。（治療目的の渡航を除く。）

《申請に必要なもの》
・診療内容明細書 ・領収明細書
　（いずれも日本語の翻訳文が必要です。）
・同意書 
・保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・印かん
・世帯主名義の通帳   ・申請書　・パスポート
・世帯主のマイナンバーが確認できるもの 


